
大阪市淀川区役所 税証明発行等業務 会計年度任用職員要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、淀川区役所におけ

る税証明発行等窓口業務会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）について必要な事項を

定めることを目的とする。 

 

（任用） 

第 2 条 会計年度任用職員の選考は、原則、大阪市人材データバンク制度を用いて面接等により選考す

る。ただし、大阪市人材データバンク制度において採用決定に至らない場合は、公募による選考とするこ

とができる。公募による選考となる場合は次の内容を総合的に勘案して行う。 

 （1）筆記（論文）試験 

 （2）口述（面接）試験 

 

２ その他、選考について必要な事項は、「淀川区役所税証明発行等業務会計年度任用職員募集要項」で

定める。 

 

（再度の任用） 

第３条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的

に勘案して判断する。 

 

（業務内容） 

第４条 会計年度任用職員は、次の業務に従事する。 

（１） 電話応対、郵便送受、日計・月計集計、簡易な各種報告資料の作成、つり銭管理、自動車臨時運

行許可業務 

（２） 証明書審査業務、証明書発行事務、申請書・納付書の交付及び収受に係る補助 

（３） 通知文書供覧事務、簡易な照会・回答、各種文書編綴作業 

（４） その他税証明発行等業務及び住民登録業務の円滑な運用を推進するために必要な簡易な事務 

 

（勤務地） 

第５条 勤務地は淀川区役所税証明発行等業務を所管する部署に勤務する。 

 

（勤務時間等） 

第６条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間帯等については、所属長が決めるものとする。ただ

し、勤務時間は週 30 時間を超えないものとする。 

 

（施行の細目） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は所属長が定める。 



 

附則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附則 

令和 6 年３月 13 日一部改正 


